
(１) 和光都市計画 生産緑地地区の変更について
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第 86 回和光市都市計画審議会

和光都市計画 変更概要

（１）生産緑地地区の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・２

○ 生産緑地地区の解除等による地区数及び面積の減少

変更前：151 地区 約 37.85 ha

↓（地区数：1地区 減、面積：約 0.15 ha 減）

変更後：150 地区 約 37.70 ha
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（１）生産緑地地区の変更

【変更前の生産緑地地区】
151 地区 約 37.85ha

【変更理由】
①買取申出による行為制限の解除による
②土地の整形化のための土地の交換及び地積更正による

変更理由①
第 135 号 約 0.16ha→廃止

変更理由②
第 111 号 約 0.22ha→約 0.23ha（区域及び面積の変更)

凡例
生産緑地地区
削除する区域
追加する区域



和光都市計画生産緑地地区の変更（和光市決定）

１ 都市計画生産緑地地区中第１１１号を次のように変更する。

２ 都市計画生産緑地地区中第１３５号生産緑地地区を廃止する。

理 由

法第３条の要件を満たす区域の変更及び法第１４条の規定に基づく行為制限の解除によ

り都市計画生産緑地地区を本案のとおり変更するものである。

名 称 面 積 備 考

第１１１号生産緑地地区 約 0.23ha 変更概要図参照

名 称 面 積 備 考

第１３５号生産緑地地区 約 0.16ha 変更概要図参照



新旧対照表

名 称 面 積 備 考

新 第１１１号生産緑地地区 約 ０．２３ha

旧 第１１１号生産緑地地区 約 ０．２２ha

新 廃 止

旧 第１３５号生産緑地地区 約 ０．１６ha



変更概要書

名 称 変更の内容

第１１１号生産緑地地区 土地の整形化のための土地交換及び地積更正が行われ

た。

面積及び区域の変更

面積約 0.22ha から約 0.23ha に変更する。

第１３５号生産緑地地区 法第１４条の規定に基づき、行為制限が解除された。

地区の廃止

面積約 0.16ha を廃止する。



理 由 書

本理由書は、都市計画法第１７条第１項の規定（第２１条第２項の規定において準用す

る同法第１７条第１項の規定）に基づき、和光都市計画生産緑地地区の変更についての理

由を示したものです。

１ 和光都市計画における位置等

和光都市計画生産緑地地区第１１１号、第１３５号

２ 決定（変更）の必要性及び内容

⑴ 和光都市計画生産緑地地区第１１１号において、地区を整形化するために、隣接地

の土地と交換を行いたいとの申出があり、緑地機能が増進すると判断されたので、面

積及び区域の変更を行う。

⑵ 和光都市計画生産緑地地区第１３５号生産緑地地区において、生産緑地法第１０条

に基づき、主たる従事者の故障による買取申出が行われ、同法第１４条の規定に基づ

く行為制限の解除があったので、地区を廃止する。
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